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１ 地域再犯防止推進事業の概要 ※法務省大臣官房秘書課企画再犯防止推進室作成
令和５年３月「社会・援護局関係主管課長会議」資料より



２ 山口県における事業の概要

基礎自治体支援
⑴市町及び関係機関・団体間での情報共有や意見交換等を行うための
ネットワーク会議の開催

⑵市町職員を対象とした研修会の開催

直接支援
⑶矯正施設からの出所者等に対し、帰住先確保等の福祉的支援や
福祉サービス等へのつなぎ支援を実施

■予算額 ：３００万円（うち、国交付金１５０万円）
■事業期間：令和５～７年度の３年間

★ポイント
過去に実施した
国のモデル事業から着想

本県における再犯防止を推進するため、国の交付要綱・実施要領に基づき、
以下のとおり事業を実施。



３ 国モデル事業（H30～R2）の取組

基本テーマ：地域生活定着支援センター（県社会福祉協議会）のノウハウ
を活かした再犯防止の取組

平成21年の地域生活定着支援センター設置から９年間（当時）に渡る支援のノウハウ
を活かし、センターの受け入れの間口と期間を広げることで、支援を求める者に対して、
より幅広く、きめ細かに対応する。（※県社会福祉協議会への委託事業として実施）

平成30年度
・関係機関、団体へのニーズ調査の実施
・新たな支援実施スキームの検討

令和元年度

・新たな支援の実施（１年目）
①【検察段階での起訴猶予者や執行猶予者への支援】
②【特別調整に準ずる人への支援】
③【保護観察期間が終了した人への支援】

令和２年度
・新たな支援の実施（２年目）
・支援の効果検証、課題の整理、国への実績報告



４ 国モデル事業（H30～R2）の支援対象者

モデル事業の支援対象者

入
口
支
援

①【検察段階での起訴猶予者や執行猶予者への支援】
検察庁からの依頼に基づき、不起訴処分及び執行猶予となった者のうち、高
齢又は障害のある福祉的支援が必要な者に対して、入口支援として、帰住先
確保等の福祉的支援や相談窓口への同行等の福祉サービス等へのつなぎ支援
を実施

出
口
支
援

②【特別調整に準ずる人への支援】
保護観察所からの依頼に基づき、刑務所出所予定者等のうち、特別調整の対
象とならない者に対して、特別調整に準ずる者への出口支援として、帰住先
確保等の福祉的支援を実施

③【保護観察期間が終了した人への支援】
保護観察所からの依頼に基づき、保護観察期間終了者のうち、福祉的支援の
必要な者に対して、出口支援として、保護観察期間終了前から帰住先確保等
の福祉的支援及び福祉サービス等へのつなぎ支援を実施

R５～

【厚労省】
地域生活定着促進
事業における
被疑者等支援業務

【法務省】

地域再犯防止
推進事業

関係機関・団体へのニーズ調査で明らかとなった、これまで支援が行き届いていなかった人たちへ支
援を実施。令和５年度から新規事業として支援を再開。



５ 山口県における直接支援のまとめ

直接支援
矯正施設からの出所者等に対し、帰住先確保等の福祉的支援や
福祉サービス等へのつなぎ支援を実施

■特別調整に準ずる人への支援（モデル事業②）
■保護観察期間が終了した人への支援（モデル事業③）

既存のスキームやノウハウを活かした再犯防止推進の取組

★山口県のポイント
・過去の国のモデル事業から着想
・県社会福祉協議会（地域生活定着支援センター）と連携

ご清聴ありがとうございました


